
記入日 ： 2010年5月17日 必ず、ご記入願います。

記　入　例 　見積・契約（注文）No：

宛先 ： 株式会社ミツトヨ

最終需要者（エンドユーザー）調査票

Ⅰ. 顧客・需要者のプロファイル

1. 注文主（買主）

名称 ：
○○　商事株式会社

(国名)

ミツトヨ商品をご購入されたユーザ様または商社様をご記入ください。
日本

住所 ：
神奈川県川崎市○○区○○１番地１号

外為法の改正により、2010年4月1日から、新たなルールとして「輸出者等遵守基準」が施行さ
れています。
参考：政府広報オンライン⇒　　http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201004/1.html2. 輸出者

(日本国内輸出者）

名称 ：
株式会社△△△△

(国名) 日本
住所 ：

神奈川県川崎市△△区△△２番地２号

通関業者ではありません。
輸出者は、外為法第55条の10で規定する『輸出者等遵守基準』を認識し、また輸出等を行います。 ・

3. 海外での最初の荷受人

名称 ：
●●●● Corporation Beijing Office

(国名)
(英文)

中国 英文名称（社名）を省略せずに、ご記入ください。
住所 ：

Jababeeaka Ⅷ Z Block J-500352-TKO Beijing

4. a.英文名称
■■■■ Autoparts (Tianjin) Co., Ltd. ミツトヨ商品を使用または設置する場所の住所をご記入ください。

(正式名称)

b.住所
（所在地）

No.16 ABCD-Road H-District Tianjin 300210, P.R.China （国名） 中国
ホームページアドレス（英文名称、住所が明確に掲載してあるウエブサイト）をご記入ください。

c.住所
（設置場所）

No.3383 EFG-Road W-District Tianjin 300210, P.R.China （国名） 中国

d.ウェブサイト
) ) ホームページがない場合は、会社案内・パンフレット・名刺等を添付願います。

ホームページ

e.出資者（比率） ( ㈱△△△△  )⇒ 100 　% ／ (                    ) ⇒    　 % ／ (                    ) ⇒    　 %

f.業種・業態 自動車部品製造
例． 電子部品製造　・　情報関連機器部品製造 等々

5. 引合商品
※ 記入しきれない場合は
    別紙を添付

機種/製品名/シリアル番号： CD-20PSX　・　HTD-12R

コード番号： 500-703-10　・　468-163 数量： 各１

6. 用途（具体的に） 自動車部品（▲▲▲▲ケース）の外形寸法測定と穴径測定 ここに書ききれない場合は、別紙を添付願います。
　※特注品の場合、その特注品の「図番」または「特注見積Ｎo.」をご記入ください。7. 測定物（具体的に） ▲▲▲▲ケース

8.購入ルート

 販売店名 △△機械工具株式会社
測定物の記入例
　携帯電話の金型　・　自動車用カムシャフト　・　コピー機用歯車　・　プリンタ用モータシャフト 等々

測定物としての該当がない場合
　用途欄に、使用目的・使用方法・輸出目的等を具体的に、ご記入願います。

 電話番号 044-813-＃＃＃＃

Ⅱ. ハイリスクプロファイルチェックリスト

No. チェック項目 判定 理由

1 輸入者及び最終需要者の存在、所在及び身元の確認がとれている ・

1a 需要者要件チェック項目

- 核兵器の開発、製造、使用若しくは貯蔵 ・ ハイリスクプロファイルチェックリストについて：
　・「はい」、「いいえ」、「対象外」のいずれかにチェック願います。
　・取引形態等から質問があてはまらない場合は、「対象外」にチェック願います。
　　また、「対象外」の場合は、必ずその理由をご記入願います。

- 軍用の化学製剤の開発、製造、使用若しくは貯蔵 ・

- 軍用の細菌製剤の開発、製造、使用若しくは貯蔵 ・

- 軍用の化学製剤若しくは細菌製剤の散布のための装置の開発、製造、使用若しくは貯蔵 ・

- 300km以上運搬することができるロケットの開発、製造、使用若しくは貯蔵 ・

- 300km以上運搬することができる無人航空機の開発、製造、使用若しくは貯蔵 ・

BSE-08010E(3)

2
輸入者、需要者又はこれらの代理人から当該貨物及び役務の用途や目的、

・
内容に関する明確な説明がされている

2b 用途要件チェック項目

- 核兵器の開発、製造、使用若しくは貯蔵 ・

- 軍用の化学製剤の開発、製造、使用若しくは貯蔵 ・

- 軍用の細菌製剤の開発、製造、使用若しくは貯蔵 ・

- 軍用の化学製剤若しくは細菌製剤の散布のための装置の開発、製造、使用若しくは貯蔵 ・ 参考
- 300km以上運搬することができるロケットの開発、製造、使用若しくは貯蔵 ・ 経済産業省  Export Control ホームページのご紹介
- 300km以上運搬することができる無人航空機の開発、製造、使用若しくは貯蔵 ・ 企業の自主管理の促進のリンク  輸出者等遵守基準掲載
　① 核燃料物質若しくは核原料物質の開発、製造、使用若しくは貯蔵 ・ http://www.meti.go.jp/policy/anpo/hp/compliance_programs.html
　② 核融合に関する研究 ・

　③ 原子炉又はその部分品若しくは付属装置の開発、製造、使用若しくは貯蔵 ・ 輸出者等遵守基準説明会開催のご案内
　④ 重水の製造 ・ 説明会資料のリンク    下記題名の資料でわかりやすく説明されています。
　⑤ 核燃料物質の加工 ・ 輸出者等遵守基準等の導入に向けて（安全保障貿易自主管理体制の整備）
　⑥ 核燃料物質の再処理 ・ http://www.meti.go.jp/policy/anpo/hp/seminer/us100428junnsyukijunnsetumeikaisiryou.pdf
　⑦ 以下の行為であって、軍若しくは国防に関する事務をつかさどる行政機関が行うもの、

・

又はこれらの者から委託を受けて行うことが明らかなもの

a  化学物質の開発若しくは製造

b  微生物若しくは毒素の開発、製造、使用若しくは貯蔵

c  ロケット若しくは無人航空機の開発、製造、使用若しくは貯蔵

d  宇宙に関する研究

3 需要者の事業内容､技術レベルからみて当該貨物及び役務を必要とする合理的理由がある ・ ・

4 当該貨物等の設置場所又は使用場所が明確である ・ ・

5
当該貨物等の設置場所又は使用場所が①軍事施設内、②軍事設備に隣接する地域、③立ち

・ ・
入りが制限されている等の高度な機密管理されている地域のいずれにも該当しない地域である

6 当該貨物等の輸送、設置等について過剰な安全装置・処置が要求されてない ・ ・

7 当該貨物等が使用される設備等についての説明がある ・ ・

8 異常に大量のスペアパーツ等の要求がない ・ ・

9 通常必要とされる関連装置の要求がある ・ ・

10 輸送時における表示、船積についての特別な要請がされてない ・ ・

11 仕向地からみて、輸送ルートにおいて異常がない。 ・ ・

12
輸送時における梱包及び梱包における表示が輸送方法,、仕向地や輸送ルート等からみて

・ ・ 引合商品が測定工具類で据付、指導が不要な場合は「いいえ」となります。
また、引合商品がシステム商品類で専門家の派遣が必要な場合は「はい」となります。

異常がない

13 当該貨物等の支払対価・条件・方法等において異常に好意的な提示がなされてない ・ ・

14 通常要求される程度の精度保証及び機能の要求である ・ ・

15 据付、指導等の通常予想される専門家の派遣の要請がある ・ ・

16 最終仕向地、製品等についての過度の秘密保持の要求がされてない ・ ・

17
その他需要者が取引の慣行上当然明らかにすべき事項に関する質問に対し

・ ・
明確な説明がない等の取引上の不審点がない

上記の各項目について確認致します。

（判定欄は該当項目をチェック、取引形態等から質問があてはまらない場合は「対象外」をチェックし、その理由を記入）

判定及び調査結果から、取引が不可能な場合や輸出許可申請・許可取得等の必要が生じる可能性があることを了承致します。

会社名 ： 株式会社○○○○ 要
捺
印

ご記入された方の会社名、部署、役職名、ご担当者名（フルネーム）のご署名、ご捺印をお願いします。
＜ご捺印には、データ印（日付入り・日付変更可）は使用しないでください＞

部署・役職 ： 営業本部　○○業務課 課長

担当者（署名） 三豊　太郎 印

※株式会社ミツトヨで せん。は、本調査票の情報を該非判定証明書作成以外の目的には使用致しま BSE-08010E(3)
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